
介護予防・日常生活支援総合事業
（第1号通所事業　 重要事項説明書）

　通所型サービスの提供開始にあたり、当事業所が説明すべき重要事項について次のとお
りご説明いたします。

１．事業者（法人）の概要
①事業者名 社会福祉法人阿賀野市社会福祉協議会

④設立年月日 平成16年4月1日
⑤電話番号 0250-67-9203

②所在地 阿賀野市姥ヶ橋669番地
③代表者 会長　片　桐　正　夫

２．ご利用事業所の概要

事業所の名称

(介護保険事業者番号)
阿賀野市デイサービスセンター

　 第二わかばの里
介護予防・日常生活支援総合事業 1 5 7

所在地 新潟県阿賀野市稲荷町11番10号
事業所責任者 管理者 町　田　一　夫 （生活相談員兼務）

6
市指定年月日 平成 30 年 4 月 1 日

2 1 0 0 5 6

利用定員 37 人 ／１日

営業日
電話番号 0250 - 63 - 2121

12 月 31 日 か ら 翌 年 の １ 月 ３ 日 を 除 く 日
営業時間 午前 8 時 30 まで
サービス提供時間 午前 8 時 45 分 から午後 4 時

分 から午後 5 時 45 分
00 分まで

通常の事業の実施区域 阿賀野市全域

従業者の体制

職　　種
勤務形態・人数

常勤 非常勤 計 資　格

生活相談員 1 人以上 人以上 1 人以上
介護福祉士
社会福祉主事

看護職員
1 人以上 1 人以上 2 人以上

正看護師
（機能訓練指導員兼務）

３．事業の目的と運営の方針

事業の目的
要介護者又は要支援状態にある利用者に対し、介護保険法の理念に基づき
適正なサービスを提供することを目的とします。

運営の方針

第１号通所事業（通所介護現行相当）は、その利用者が可能な限りその居
宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活
上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を
図り、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

准看護師

介護職員 5 人以上 1 人以上 6 人以上
介護福祉士
介護職員初任者研修修了以上

健康チェック
オ．日常生活動作の機能訓練 カ．運動器の機能向上サービス
キ．その他、相談及び助言等事業に関するサービス

４．提供するサービスの内容
 「通所型サービス」で提供するサービスは、次のとおりです。

ア．食事の介護 イ．入浴の介護 ウ．排泄の介護 エ．

５．業務取り扱い方針
　第１号通所事業（通所介護現行相当）
　介護予防支援事業者が作成する「介護予防サービス計画書又は介護予防ケアマネジメ
ントケアプラン」に従い、通所型サービスを提供します。
　また、計画の作成後、当該介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該計画
の変更を行います。



イ．介護職員処遇改善加算について

ウ. 送迎減算　

送迎を行わない場合には、減算いたします。…片道1回あたり47円

　あなたが利用されるサービス事業所の管理者及び担当職員は下記の者です。
　サービス利用にあたりご不明な点やご要望などありましたら何でもお申し出ください。

○ 管理責任者 氏　名 町 田 一 夫 (管理者)

６．管理責任者及び担当職員

7． 利用料金

(生活相談員)
氏　名 高 橋 博 喜 (生活相談員)

○ 担当職員 氏　名 山 賀 仁 也 (生活相談員) 成 海 喜 行

要介護状態区分 6時間未満 7時間未満 8時間未満

事業対象者 　　　1回/週利用の方17,980円/1ヶ月　　　　　2回/週利用の方 36,210円/1ヶ月

　このサービスを利用するにあたって、あなたにご負担していただく料金は、原則とし
て次の利用料の１割、２割又は3割です。
　なお、この利用料は、介護保険の法定利用料金に基づく金額であり、これが改正され
た場合は、この利用料金も自動的に改正されます。その場合には、改正された利用料金
を事前に書面でお知らせします。
　また、介護保険料給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、超えた額
の全額をご負担いただきますのでご留意ください。

① 第１号通所事業（通所介護現行相当)　基本料金
利用時間 5時間以上 6時間以上 7時間以上

② 第１号通所事業（通所介護現行相当)　加算料金

ア．サービス体制強化加算について
加　算　項　目 加　算　料　金

要 支 援 １ 17,980 円／１ヶ月

要 支 援 ２ 36,210 円／１ヶ月

円／１ヶ月

円／１ヶ月

Ⅲ
要支援１ 240 円／１ヶ月

要支援２ 480 円／１ヶ月

いずれか
の加算

要支援２ 1,760 円／１ヶ月

加　算　項　目 加　算　料　金

介護職員処遇改善加算

（Ⅰ） 所定の単位数の92／1000　加算

いずれか
の加算

（Ⅱ） 所定の単位数の90／1000　加算

（Ⅲ） 所定の単位数の80／1000　加算

Ⅱ
要支援１ 720 円／１ヶ月

要支援２ 1,440
サービス提供体制

強化加算

Ⅰ
要支援１ 880

(当日の９時以降に利用を中止されると、昼食代をいただく場合があります。)
○おむつ、尿取りパット等ご使用の場合は、使用枚数×実費額をいただく場合があ

ります。

（Ⅳ） 所定の単位数の64／1000　加算

③ これ以外に実費を要した場合には、別途ご負担いただきます。

○昼食代（食材料費・調理費・おやつ代込み）…１食あたり740円



虐待防止に関する窓口    生活相談員  山 賀  仁 也：成 海 喜 行:高 橋 博 喜

　サービスを利用した月の翌月の28日(祝休日の場合は翌日)に、あ
なたが指定する口座より引き落とします。
(領収書は翌月の請求書と同封します。)

口座引き落とし

現金支払い
　サービスを利用した月の翌月の末日(祝休日の場合は直前の営業
日)までに、原則として利用事業所の窓口でお支払いください。

９．緊急時の対応

８．支払方法
　利用料金は、１ヶ月ごとにまとめて請求しますので、次のいずれかの方法によりお支
払いください。

支払い方法 支払い要件等

①　サービス提供に関する苦情や相談は、当事業所の下記の窓口でお受けします。
苦情解決責任者 事業所管理者 町 田 一 夫
苦情受付担当者 生活相談員 山 賀 仁 也　: 成 海 喜 行

　サービス提供中に、利用者の体調や容体の急変、その他の緊急事態が生じたときは、
速やかに主治医に連絡を行う等、救急搬送を含め必要な措置を講じます。

10．事故発生時の対応
　サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、介護支援専門
員等又は地域包括支援センター及び必要により市町村等へ連絡を行うとともに必要な措
置を講じます。
　また、サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに
行います。

11．苦情相談窓口

2 1 2 1

②　サービス提供に関する苦情や相談は、下記の機関にも申し立てる事ができます。

高 橋 博 喜　
連絡先電話番号 0 2 5 0 ― 6 3 ―

5

新潟県国民健康保険団体連合会
新潟県自治会館内
0 2 5 ― 2 8

6 1 ― 2 4 7阿賀野市役所高齢福祉課 0 2 5 0 ―

(苦情処理直通)

12．サービスの利用にあたっての留意事項
①　複数の方が同時にサービスを利用されますので、周りの方のご迷惑にならないよう

お願いします。
②　体調管理上、必要と認められる場合を除き食べ物の持ち込みは出来ません。

5 ― 3 0 2 2

⑤　体調の変化等により、サービスの利用を中止される場合は、出来るだけ早めに連絡
をお願いします。

13．非常災害対策
　事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常
災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。

14．虐待防止に関する事項

③　持参される持ち物には、必ず記名をお願いします。
　無記名の場合、ご本人とご相談の上デイサービスで記名する場合があります。

④　事業所職員に対して、贈り物、飲み物等の提供はお断りいたします。

③虐待の防止を啓発・普及するための研修をを定期的に開催します。
④虐待防止に関する責任者　　　管理者　町 田 一 夫

　  事業者は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、指針を整備し責任者を設置する等
必要な体制を行うとともに、従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修を実施
する等の処置を講じます。
①利用者が成年後見制度を利用できるよう支援を行います。
②虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催します。



利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況

その他の機関による第三者評価の実施 有　　　無 結果の公表 　有　　無

15．
アンケート調査、意見箱等利用者の意見を把握する取組 有　　　無
新潟県福祉サービス第三者による評価の実施 有　　　無 結果の公表 　有　　無


